
別紙 人事院への基本要求書

２０１０年１１月２４日

人事院総裁

江利川 毅 殿

公務員労働組合連絡会

議長 棚 村 博 美

2011年度賃金・労働条件に関わる基本要求事項の申入れ

日本経済は、緩やかな回復基調にあるものの、雇用は依然として厳しい状況が続き、

賃金の下落・低迷により、国内需要は大幅に縮小したままです。格差の拡大と貧困の

蔓延もいまだ解消されていません。

こうした状況のもと、国民の雇用と生活を支えるセーフティネットなど公共サービ

スへの要請まますます高まっており、これに応えるため、公務員労働者は、日夜自ら

の職務遂行に邁進しているところです。しかし、業務が増え続けているにもかかわら

ず、予算も人員も大きく削減され、超過勤務の増加など公務労働者の労働条件も悪化

し、業務遂行にも支障を来しかねない状態にあります。また、事務・事業の仕分け作

業や地方出先機関改革で公務員労働者は将来不安を募らせています

行政や公務員労働者が、国民の期待に応え、質の高い公共サービスを確実に提供し

ていくためには、公務労働者の雇用の安定と賃金・労働条件の確保が必要です。その

ため、貴職におかれましては、労働基本権制約のもと、代償機関としての役割を十全

に果たすことが求められています。

さて、2011年度の基本要求事項においては、非常勤職員を含めた公務員労働者の雇

用・労働条件の確保や実質生活を維持・改善すること及び段階的定年延長の実現を最

重点課題としています。

貴職におかれては、こうした点を十分認識し、本年の基本要求事項の実現に向けて

最大限努力されることを強く申し入れます。



記

一、給与に関わる事項

１．給与水準及び体系等について

(1) 給与水準の確保

① ゆとり・豊かな生活が確保でき、その職務の責任や仕事の内容に相応しい社会

的に公正な月例給与水準を確保すること。

当面、2011年度の給与勧告においては、民間実勢を踏まえ、公務員の賃金水準

を維持・改善すること。

② 期末・勤勉手当については、民間実態を正確に把握し月数増を実施すること。

(2) 公正・公平な配分

配分については、別途人事院勧告期に提出する要求も含め、公務員連絡会と十分交

渉し、合意すること。

(3) 社会的に公正な官民給与比較方法の確立

① 給与構造改革が終了したことを踏まえ、その進展状況について慎重な検証を行

うこととし、新たな制度見直しの検討を開始する場合には、公務員連絡会と十分

交渉・協議を行い、合意に基づいて進めること。

また、現給保障を堅持し、その段階的解消によって生じる制度改正原資の活用

方法についても、公務員連絡会と十分交渉・協議を行い、合意に基づいて進める

こと。

② 官民給与比較方法については、当面現行の比較企業規模等を堅持するとともに、

社会的に公正な仕組みとなるよう抜本的に改善すること。また、一時金について

も、月例給と同様に、同種・同等比較を原則とするラスパイレス比較を行うこと。

(4) 定年延長に伴う給与体系等の見直しについて

定年延長の実施に伴う60歳以降の給与のあり方については、職務給の原則を維持し、

ゆとりある豊かな生活が実現できる水準を確保することとし、公務員連絡会と十分交

渉・協議を行い、合意に基づき検討作業を行うこと。

(5) 50歳台後半層の給与見直しについて

① 50歳台後半層の給与のあり方については、官民較差を踏まえた配分の問題であ

ることから、来年の人勧期に向けて、慎重に検討作業を行うこと。

② 50歳台後半層の格差については十分納得できる説明を行うこと。また、本年の

一律削減措置は直ちに撤回し、見直しの方法については十分交渉・協議し、合意

すること。



２．諸手当の見直し・検討について

(1) 住居手当については、全額支給限度額、最高支給限度額を引き上げるなど総合的

に改善すること。

(2) 単身赴任手当の見直しについては、その可否を含めて公務員連絡会と十分交渉・

協議すること。

二、労働時間、休暇及び休業に関わる事項

１．年間労働時間の着実な短縮について

ワーク・ライフ・バランスを確保するため、公務における年間総労働時間1,800時

間体制を確立することとし、次の事項を実現すること。

(1) 本府省における在庁時間削減対策の実施状況を踏まえ、その取組みを継続、拡

大・深化させることを含め、在庁時間の一層の削減に努めること。あわせて、超

過勤務の上限目安時間についても検証を行い、その実効性確保に努めること。

(2) 超過勤務を縮減するため、超過勤務命令の徹底やＩＴ等を活用した職場におけ

る厳格な勤務時間管理を直ちに行うこと。また、新たに上限規制を導入すること

を含め、政府全体として、より実効性のある超過勤務縮減の具体策を取りまとめ、

着実に実施すること。

(3) １か月当たり45時間を超え60時間以内の超過勤務に対する割増率については、

民間企業の実態を踏まえた見直しを行うこと。なお、超過勤務手当については、

全額支給すること。

２．本格的な短時間勤務制度の早期実現について

公務に雇用創出型・多様就業型のワークシェアリングを実現することとし、本格的

な短時間勤務制度の具体的な検討に着手すること。また、介護のための短時間勤務制

度導入のための検討を促進すること。

３．休暇制度改善、総合的休業制度の確立等について

ライフステージに応じ、社会的要請に応える休暇制度の拡充、総合的休業制度など

について、以下の事項を実現すること。

(1) 夏季休暇の日数を増やすこと。

(2) リフレッシュ休暇、リカレント休暇を新設すること。

(3) 総合的休業制度の検討・研究に着手すること。

(4) 休暇の取得手続きについて、公務員の休暇権をより明確にする形で抜本的に改

善すること。



(5) 官庁執務時間と勤務時間の関係について、｢閣令６号｣に基づく一律・画一的な

官庁執務時間体制を改め、官庁執務時間と勤務時間を切り離して、実態に則した

官庁執務時間に改めること。

４．非常勤職員への育児休業等の適用について

非常勤職員に対する育児休業法の改正による育児休業、育児時間の適用及び本年の

報告に基づく介護休暇の適用については、来年４月から円滑に活用できるよう、周知

徹底等の条件整備を図ること。

三、人事評価制度の実施・活用に関わる事項

人事評価制度の実施及び評価結果の活用状況について、中立・公正な人事行政や勤

務条件を所管する立場から検証し、必要に応じて指導、改善措置等を講じることとし、

公務員連絡会と十分交渉・協議すること。

四、段階的な定年延長の実現に関わる事項

65歳までの段階的定年延長を実現するための「意見の申出」を年内に行うこととし、

具体的な施策の内容、実施時期等について、公務員連絡会と十分交渉・協議を行い、

合意に基づいて進めること。また、意見の申出後も、給与を含めた関連事項について、

公務員連絡会と十分交渉・協議を行い、合意に基づいて検討作業を進めること。

五、福利厚生施策等に関わる事項

(1) 公務員の福利厚生を勤務条件の重要事項と位置付け、職員のニーズ及び民間の福

利厚生の正確な実態把握を行い、その抜本的な改善・充実に向けた提言を行うこと。

(2) メンタルヘルスに問題を抱える職員が増加していることから、働き方と職場環境

の変化に対応して、「職員の心の健康づくりのための指針」に基づいた心の健康づ

くり対策や本年改定された「円滑な職場復帰及び再発の防止のための受入方針」に

おける「試し出勤」など復職支援施策の着実な推進を図ること。

六、非常勤職員制度等の改善に関わる事項

非常勤職員制度等の抜本的改善をめざし、次の事項を実現すること。

(1) 非常勤職員制度について、法律上明確に位置付けることとし、勤務条件等につ

いて常勤職員との均等処遇の原則に基づいて、関係法令、規則を適用すること。

(2) 「非常勤職員給与決定指針」の実施状況を点検・報告し、着実な処遇改善に努

めること。加えて、常勤職員と同等の勤務を行っている非常勤職員の給与を俸給



表に位置づけ、国に雇用される労働者の最低給与（高卒初任給相当）を定める人

事院規則を制定すること。

(3) 期間業務職員制度について、当該職員の雇用の安定と処遇の改善となるよう、

適切な運用に努めること。

七、男女平等の公務職場実現に関わる事項

(1) 公務における男女平等の実現を人事行政の重要事項と位置づけ、職業生活と家庭

生活の両立支援、女性公務員の採用、登用の拡大、女性の労働権確立や環境整備な

どを積極的に推進すること。

(2) 「女性国家公務員の採用・登用の拡大に関する指針」の着実な推進を実現するこ

と。

(3) セクシュアル・ハラスメント及びパワー・ハラスメントの実態を把握し、より実

効性のある防止策及び対応策の改善に努めること。

(4) 女性の労働権確立にむけ、次の事項を実現すること。

① 女性が働き続けるための職場環境の整備に努めるとともに、職務範囲を拡大す

ること。

② 産前休暇を８週間、多胎妊娠の場合の産後休暇を10週間に延長すること。また、

妊娠障がい休暇を新設すること。

(5) 取得率の数値目標等を明確にした男性の育児休業、育児のための短時間勤務等の

取得促進策を取りまとめること。

(6) 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の着実な実行に向け、積極的な役割

を果たすこと。

八、その他

(1) 障がい者雇用促進法に沿って、障がいの種別をこえた雇用促進を図ること。とく

に、知的障がい者及び精神障がい者の雇用促進に関する具体的方策を明らかにする

こと。

(2) 公務における外国人の採用を拡大すること。

(3) 公務遂行中の事故等の事案に関わる分限については、欠格による失職等に対する

特例規定を設けること。


